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   第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は，社団法人岡山県建

築士会（以下「本会」という。）という。 

（目的） 

第２条 本会は，建築士の品位の向上及

び業務の進歩改善に資するため，建築

技術に関する研修並びに指導及び連絡

に関する事務を会員の協力によって行

い，もって建築文化の進展及び公共の

福祉の増進に寄与し，広く社会に貢献

することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は，前条の目的を達成する

ため次の事業を行う。 

(1) 建築士の社会的地位の向上及び業

務の進歩改善に関する調査及び研究

並びにその施策 

(2) 建築士の品位の保持及び技術の向

上に関する施策 

(3) 建築士の制度の普及及び啓発並び

にその改善 

(4) 建築に関する調査研究及び宣伝普

及 

(5) 建築士に対する建築技術に関する

研修 

(6) 講習会，講演会，研修会，見学会

等の開催 

(7) 会員の指導及び連絡に関する事務 

(8) 建築士法に基づく建築士の登録等

事務 

(9) 会誌及び前各号に関する印刷物の

刊行及び頒布 

(10) 公共団体等からの業務受託に関

する事業 

(11) その他本会の公益目的を達成す

るために必要な事業 

（事務所） 

第４条 本会は，主たる事務所を岡山市

に置く。 

 （支部） 

第４条の２ 本会は，岡山県内の必要な

地域に支部を置くことができる。 

   第２章 会員 

（会員の種別） 

第５条 本会の会員は，正会員，準会員，

名誉会員及び賛助会員の４種とし，正

会員を民法上の社員とする。 

(1) 正会員は，岡山県内に住所または



勤務場所を有する建築士とする。 

(2) 準会員は，岡山県内に住所または

勤務場所を有し，将来建築士になろ

うとする者とする。 

(3) 名誉会員は，正会員のうち，本会

に対して特に功績のあった者で、会

長が理事会の承認を得て推薦した者

とする。 

(4) 賛助会員は，本会の目的及び事業

を賛助する個人又は団体とする。 

２ 準会員が，前項第１号に掲げる正会

員の資格を有したときは，正会員に編

入する。 

（入会） 

第６条 会員になろうとする者は，入会

申込書に入会金を添えて，会長に提出

し，理事会の承認を得なければならな

い。ただし，賛助会員は入会金を要し

ない。 

２ 入会申込書の様式は，会長が別に定

める。 

（会費） 

第７条 会員は，別に定める会費を毎年

度納入しなければならない。ただし，

名誉会員は，会費の納入を要しない。 

第８条 削除 

 （会員の権利義務） 

第８条の２ 会員の権利義務は，次のと

おりであって，その者に帰属する。 

(1) 会員は，定款その他の諸規定及び

総会において成立した議決事項を遵

守するものとする。 

(2) 会員は，本会の運営に関して意見

を述べることができる。 

(3) 正会員は，総会における議決権を

持つ。 

(4) 会員は，会誌の配布を受ける。 

(5) 会員は，本会の刊行図書及び取扱

い図書並びに福利厚生等についての

特典を受けるほか，第３条に規定す

る事業に参加することができる。 

２ 前項第３号及び第４号に規定する権

利は，各１個とする。 

（会費の滞納） 

第９条 会費を８箇月以上滞納した者は，

前条に規定する会員の権利を停止され

ることがある。 

２ 会費の滞納が１２箇月以上に及ぶ者

は，理事会の議決を経て除名されるこ

とがある。 

（納入金の返還） 

第１０条 会員は，納入した入会金及び

会費の返還を求めることができない。 

（退会） 

第１１条 会員は，退会しようとすると

きは，会費を完納した上で退会届を会

長に提出しなければならない。 

２ 退会届の様式は，会長が別に定める。 

（除名） 

第１２条 会長は，会員が次の各号のい

ずれかに該当するときは，理事会の議

決を経て，その会員を除名することが

できる。 

(1) 本会の名誉をき損したとき 

(2) 本会の目的，趣旨に反した活動を

行ったとき 



２ 会長は，前項により会員を除名した

ときは，すみやかに当該会員に通知し

なければならない。 

（除名の審査） 

第１３条 前条第２項の規定により除名

の通知を受けた者は，その決定に対し

て意義があるときは，通知を受けた日

から３０日以内にその理由を付して会

長に審査を請求することができる。 

２ 会長は，前項の請求を受けたときは，

会長が指名した委員によって構成され

る審査委員会に諮らなければならない。 

３ 会長は，審査委員会が前項の審査で

除名処分を不当と認定したときは，除

名を取り消さなければならない。 

４ 会長は，前項の決定をすみやかに審

査を請求した者に通知しなければなら

ない。 

   第３章 役員 

（役員） 

第１４条 本会に次の役員を置く。 

(1) 理事 ３５名以内とする。 

(2) 監事 ２名 

２ 理事のうち，１名を会長，３名を副

会長，１名を専務理事とし，常務理事

を５名以上７名以内とする。 

（役員の選任等） 

第１５条 理事及び監事は，総会で選任

する。 

２ 会長，副会長，専務理事及び常務理

事は，理事の互選により定める。 

３ 監事は，この会の他の役員を兼ねる

ことはできない。 

 （報酬等） 

第１５条の２ 役員は，無給とする。た

だし，常勤の専務理事は，有給とする

ことができる。 

２ 前項の報酬等に関し必要な事項は，

会長が別に定める。 

（役員の任期） 

第１６条 役員の任期は，２年とする。

ただし，補欠の役員の任期は，前任者

の残任期間とする。 

２ 役員は，任期満了後においても後任

者の就任まで引き続きその職務を行う。 

（役員の職務権限） 

第１７条 会長は，本会を代表し，会務

を総理する。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事

故があるときは，あらかじめ会長から

指名された副会長が，会長の職務を代

行する。 

３ 専務理事は，会長の指揮を受けて会

務を掌握し，事務局を統括する。 

４ 常務理事は，会長の指揮を受けて会

務全般の運営をつかさどるとともに，

理事会から委任された事項の会務を処

理する。 

５ 理事は，理事会を組織し，会務の執

行を決定する。 

６ 監事は，次の職務を行う。 

(1) 本会の財産の状況を監査すること 

(2) 理事の業務執行状況を監査するこ

と 

(3) 財産の状況又は業務の執行につい

て不当な事実を発見したとき，これ



を総会又は岡山県知事に報告するこ

と 

(4) 前号の報告を行うために必要があ

るとき，総会を招集すること 

 （役員の解任） 

第１７条の２ 会長は，役員が次の各号

のいずれかに該当するときは，総会の

議決を経て，当該役員を解任すること

ができる。ただし，急を要する場合は，

理事会の承認を得て仮に解任すること

ができる。この場合においては，直近

に開催される総会において報告しなけ

ればならない。 

(1) 心身の故障のため，職務の執行に

耐えられないと認められるとき 

(2) 職務上の業務違反等，役員として

ふさわしくない行為があったとき 

２ 会長は，前項の措置をとったときは，

すみやかに当該役員に通知しなければ

ならない。 

（名誉会長等） 

第１８条 本会に名誉会長，顧問，相談

役及び参与をおくことができる。 

２ 名誉会長，顧問，相談役及び参与は，

理事会に諮って会長が推薦する。 

３ 顧問，相談役及び参与は，会長の諮

問に応じ，かつ，各種の会議に出席し

て意見を述べることができる。ただし，

議決には加わらない。 

４ 名誉会長，顧問，相談役及び参与の

任期は，これを推薦した会長の任期に

従う。 

   第４章 会議 

（会議の種類） 

第１９条 会議は，総会及び理事会の２

種とする。 

（総会） 

第２０条 総会は，通常総会及び臨時総

会の２種とし，正会員をもって構成す

る。 

（総会の議決事項） 

第２１条 総会は，次の事項を議決する。 

 (1) 定款の変更に関する事項 

 (2) 事業計画及び予算に関する事項 

 (3) 事業報告及び決算に関する事項 

 (4) 役員の選任に関する事項 

 (5) 本会の解散及び精算に関する事項 

 (6) その他本会の運営上重要な事項 

（総会の招集） 

第２２条 総会は，会長が招集する。 

２ 会長が総会を招集するときは，開催

日の７日前までに会議の日時，場所及

び付議すべき事項を正会員に通知しな

ければならない。ただし，緊急やむを

得ない場合は，この限りでない。 

（通常総会） 

第２３条 通常総会は、毎年１回，事業

年度終了後３箇月以内に開くものとす

る。 

（臨時総会） 

第２４条 会長は，次の場合には臨時総

会を招集しなければならない。 

(1) 理事会の３分の１以上から，その

理由を示して総会開催の要求があっ

たとき 

(2) 正会員の５分の１以上から，会議



の目的を示して総会開催の請求があ

ったとき 

２ 監事は，第１７条第６項第４号の規

定により，臨時総会を招集することが

できる。 

（理事会） 

第２５条 理事会は，理事をもって構成

し，会長が招集する。 

２ 理事会は，会長が必要と認めたとき

及び理事の３分の１以上又は監事から

会議の目的を示して請求があったとき

に招集する。 

３ 理事会は，次の事項を議決する。 

(1) 総会の決議した事項の執行の決定

及び総会に付議すべき事項の決定 

(2) その他総会の決議を要しない会務

の執行に関する事項 

４ 監事は，理事会に出席して意見を述

べることができる。ただし，議決に加

わることはできない。 

（議事） 

第２６条 会長は，会議の議長となる。 

２ 総会は，正会員の４分の１以上，理

事会は，その構成員の２分の１以上の

出席がなければ開会することができな

い。 

３ 会議の議事は，この定款に別に定め

る場合を除いては，出席者の過半数で

決し，可否同数のときは議長の決する

ところによる。 

（議決権） 

第２７条 総会において，正会員は各１

個の議決権を有する。 

２ 理事会において，理事は各１個の議

決権を有する。 

３ 第１項の議決権は，委任状により出

席した他の正会員に委任することがで

きる。この場合，委任したものは出席

したものとみなす。 

第２８条 削除 

第２９条 削除 

 （会議録） 

第２９条の２ 会長は，会議録を調製し，

次の事項を記載しなければならない。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 会員又は理事の現在数 

(3) 会議に出席した会員の数又は理事

の氏名 

(4) 議決事項 

(5) 議事の経過及び要領並びに発言者

の発言要旨 

(6) 会議録署名人の選任に関する事項 

２ 総会の会議録には，出席した正会員

のうちからその会議において選出され

た会議録署名人２人以上が議長ととも

に署名し，又は記名押印しなければな

らない。 

３ 理事会の会議録には，出席した理事

１名以上が議長とともに署名し，又は

記名押印しなければならない。 

   第５章 資産及び会計 

（経費の支弁） 

第３０条 本会の経費は，入会金，会費，

寄付金及びその他の収入で支弁する。 

（事業年度） 

第３１条 本会の事業年度は１年とし，



毎年４月１日に始まり翌年３月３１日

に終わる。 

   第６章 定款の変更 

（定款の変更） 

第３２条 この定款を変更しようとする

ときは，総会において出席総会員の４

分の３以上の同意を得なければならな

い。 

   第７章 解散及び残余財産の処分 

（解散） 

第３３条 本会は，民法（明治２９年法

律第８９号）第６８条第１項第２号か

ら第４号まで及び同条第２項の掲げる

事由によるほか，総会の議決に基づき，

岡山県知事の認可を受けて解散する。 

２ 前項の議決は，総会員の４分の３以

上の同意を得なければならない。 

（残余財産の処分） 

第３４条 本会が解散するときに有する

残余財産は，総会の議決を得，かつ，

岡山県知事の承認を得て，本会と類似

の目的を有する他の公益法人に寄附す

る。 

２ 前項の議決は，総会員の４分の３以

上の同意を得なければならない。 

   第８章 事務局 

（設置等） 

第３５条 本会の事務を処理するために，

事務局を設置する。 

２ 事務局に，事務局長その他の職員を

置く。 

３ 事務局の職員は，会長が任免する。 

（書類の備え付け） 

第３６条 事務局には，常に次の書類を

備えておかなければならない。 

(1) 定款 

(2) 役員名簿，会員名簿 

(3) 事業報告書，収支計算書 

(4) 正味財産増減計算書 

(5) 貸借対照表 

(6) 財産目録 

(7) 事業計画書 

(8) 収支予算書 

(9) その他必要な書類 

 第９章 雑則 

（委員会） 

第３６条の２ 本会は，事業の執行上必

要に応じて委員会を置くことができる。 

２ 委員会は，第２条に規定する目的及

び第３条に規定する事業の推進を図る

目的で設置する常設委員会と，特定の

事業の遂行のため期間を限定して設置

する特別委員会の２種とする。 

 （部会） 

第３６条の３ 本会は，事業の執行上必

要に応じて部会を置くことができる。 

（委任） 

第３７条 この定款に定めるもののほか，

この定款の施行に関し必要な事項は，

規則で定める。 

 

   附 則 

 この改正は、知事の認可のあった日か

ら施行する。 

沿革 

 設立 昭和２７年５月１日 岡山県建 



築士会 

 認可 昭和３３年３月３１日 社団法 

人岡山県建築士会 

 改正 昭和３３年４月１７日 制定 

 改正 昭和３５年６月４日 

 改正 昭和３６年６月１２日 

 改正 昭和３７年５月１８日 

 改正 昭和３８年６月１５日 

 改正 昭和３９年６月６日 

 改正 昭和４０年６月３日 

 改正 昭和４４年６月７日 

 改正 昭和４７年５月２９日 

 改正 昭和４９年６月１日 

 改正 昭和５１年５月２６日 

 改正 昭和５２年６月１６日 

 改正 昭和５３年６月１６日 

 改正 昭和５７年５月２９日 

 改正 昭和５９年６月８日 

 改正 平成１１年８月５日 

 改正 平成１８年５月３０日 

 改正 平成１９年５月２２日 

 改正 平成２０年５月２７日 

 改正 平成２２年６月２４日 


